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資料３ 

技術士分科会運営規則の改正について（案） 

 

平成２３年４月 

科学技術･学術審議会 

技 術 士 分 科 会 

 

１．概 要 

技術士分科会一般部会は、技術部門、試験科目、試験の一部免除等を所掌している。平

成１５年までは制度の見直し等を審議するため開催されていたが、平成１７年に制度検討

作業委員会が設置されて以降、制度の見直し等は作業委員会において検討されており、一

般部会は一度も開催されていない。 

今後も制度の見直し等については、その都度設置される委員会を中心として議論するこ

ととすると、一般部会の開催機会はほとんどないことから、一般部会を廃止することとす

る。 

また、試験部会の所掌事務である「試験方法」については、試験科目などと一体として

議論する必要があることから、試験部会の所掌から外し、委員会で一体として検討するこ

ととする。 

 

２．改正の内容（運営規則第２条） 

一般部会を廃止する。 

試験部会の所掌事務から「第一次試験及び第二次試験の試験方法に関すること。」を除

く。 



- 1 -

技術士分科会運営規則（案）
（平成１３年２月２３日技術士分科会決定、平成２１年２月２日一部改正）

（趣旨）

第１条 技術士分科会（以下「分科会」という｡）の議事の手続その他分科会の運営に関

し必要な事項は、科学技術･学術審議会令（平成１２年政令第２７９号｡以下「令」とい

う｡）及び科学技術・学術審議会運営規則（平成１３年２月１６日科学技術・学術審議

会決定。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この運営規則の定めるところに

よる｡

（部会）

第２条 令第６条に基づき、分科会に次の表の左欄に掲げる部会を置き、これらの所掌事

務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名 称 所 掌 事 務

一般部会 一 技術部門に関すること。

二 第一次試験の試験科目に関すること。

三 第一次試験の一部免除に関すること。

四 第二次試験の試験科目に関すること。

五 第二次試験の一部免除に関すること。

六 第二次試験の受験資格に係る従事した業務の事項及びその業務の審

査基準に関すること。

七 技術士法（昭和５８年法律第２５号。以下「法」という。）第３１

条の２に規定する技術士等の資格に関する特例に関すること。

八 法第３６条の規定による技術士及び技術士補の登録の取消及びその

名称の使用の停止に関すること。

九 法第５４条に規定する日本技術士会に関すること。

十 法第５６条の規定による技術士の業務に対する報酬に関すること。

十一 技術士制度の健全な発達その他技術士及び技術士補に関する重要

事項。

試験部会 一 第一次試験及び第二次試験の試験方法に関すること。

一二 第一次試験及び第二次試験の実施に関すること。

二三 法第１５条第３項の規定による技術士試験委員候補者の推薦並び

に法第２９条第２項及び第３項の規定による試験委員の定数及びその

推薦に関すること。

２ 部会の会議は、部会長が招集する｡

３ 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する｡

４ 分科会長は、分科会の所掌事務について、その調査審議を部会に付託することができ

る｡
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５ 前項の規定により部会に付託された事項のうち、分科会の議決をもって審議会の議決

とするとされた事項については、分科会が特に分科会の議決を経る必要がないと認めた

場合には、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる｡

６ 前項に規定する事項について部会が議決したときは、部会長は、分科会にその内容を

報告するものとする｡

７ 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項

は、部会長が部会に諮って定める｡

（委員会）

第３条 分科会及び部会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するた

め、委員会を置くことができる｡

２ 委員会に属する委員、臨時委員及び専門委員（以下、委員等という｡）は、分科会長

（部会に置かれる委員会にあっては、部会長）が指名する｡

３ 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等の互選により選任する｡

４ 主査は、当該委員会の事務を掌理する｡

５ 委員会の会議は、主査が招集する｡

６ 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する｡

７ 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指

名する者が、その職務を代理する｡

８ 主査は、委員会における調査審議の経過及び結果を分科会（部会に置かれる委員会に

あっては、部会）に報告しなければならない｡

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事

項は、主査が委員会に諮って定める｡

（会議の公開）

第４条 分科会の会議及び会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。

一 分科会長の選任その他人事に係る案件

二 行政処分に係る案件

三 試験問題に関する情報の公開等公正かつ適正な試験を実施することが困難になるお

それのある案件

四 前三号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または、審議の

円滑な実施に影響の生じるものとして、分科会において非公開とすることが適当であ

ると認める案件

第５条 分科会長は、分科会の会議の議事録を作成し、出席委員等の了解を得た上で、こ

れを公表するものとする。

２ 分科会の会議が前条各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が会議

の決定を経て、当該部分の議事録を非公表とすることができる｡

（部会、委員会への準用）

第６条 前２条の規定は、部会及び委員会について準用する｡

（雑則）

第７条 この規則に定めるもののほか、分科会の議事の手続きその他分科会の運営に関し

必要な事項は、分科会長が分科会に諮って定める｡
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